
番号 質問箇所 質問事項 回答

1 近接調査計測工
初期点検、近接調査計測工についての規制回数は設計数量外でしょうか、
ご教示ください。

本線外からの進入を想定しているため規制は伴いません。

2 設計図面　徳次郎第一橋3/3
高欄外部および排水樋の固定足場以外の作業床は高所作業車での見積もりで
しょうか、ご教示ください。

固定足場以外の作業床に指定はありません。

3 設計図面　谷川橋4/15
上沓のアンカーバーの切断位置が示されていますが、この位置での切断は桁
下フランジ部を切削し切断するしかないと思われますが、図面にご指示があ
りません。方法をご教示ください。

桁下フランジ部の切削は想定していません。

4 設計図面　谷川橋4/15
支承の据付について縦断勾配の影響についてのご指示がありません。お考え
をご教示ください。

設計図書に示す条件以外に据え付けに関する条件はありませ
ん。
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5 設計図面　谷川橋4/15
支圧補強筋について沓座モルタル部H=50の範囲に収める解釈でよろしいで
しょうか。ご教示ください。

その通りお考えください。

6 設計図面　谷川橋6/15
アンカーについて設置位置にPCはない解釈でよろしいでしょうか。ご教示く
ださい。

その通りお考えください。

7 設計図面　谷川橋9/15
仮受工詳細図（その1）にジャッキアップする箇所が示されていますが、拡
幅部のジャッキアップは必要ないのでしょうか。ご教示願います。

不要と想定しています。

8 設計図面　谷川橋9/15

下部工沓座下をコンクリート構造物取壊し（Type A)にて取り除く計画を示
されていますが、橋台前面の縦鉄筋及びジャッキが設置されている環境下で
施工が難しい場合、変更協議の対象になりますでしょうか。ご教示願いま
す。

監督員が必要と認めた場合は、変更協議対象となります。



9 設計図面　谷川橋15/15
道路占用料について弊社負担でしょうか。ご教示ください。 固定足場設置等に係る道路占用に要する費用は発生しないもの

と考えてください。

10 設計図面　谷川橋15/15
一般道の通行止めについて、歩行者も通行止めでしょうか。
ご教示ください。

歩行者も通行止めとなります。

11 余笹川橋
ベント基礎の地耐力確認のための平板載荷試験の反力についてのお考えをご
教示願います。

平板載荷試験の反力として想定しているものはありません。

12
設計図面　多羅沢川橋
8/13、9/13

A1橋台上下線のアンカーボルトの位置が既設鉄筋と干渉していますが、この
処置のお考えをご教示願います。

特記仕様書24-8-4（5）の通りお考えください。


